
代
表

挨
拶

土

屋

公

司

旧
年
中
は
格
別
な
ご
高
配
を

賜
り
、
ま
こ
と
に
有
難
く
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
年
も
、
一
層
の
ご
支
援

を
賜
り
ま
す
よ
う
心
よ
り

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

令
和
7
年
の
新
春
に
あ
た

り
謹
ん
で
年
頭
の
ご
挨
拶
を

申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
一
年
の
世
相
を
表
す

「
漢
字
」
が
京
都
の
清
水
寺
で

発
表
さ
れ
、
応
募
数
が
一
番

多
か
っ
た
漢
字
の
「
金
」
の
文

字
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
日
本
人
選
手
な
ど

の
活
躍
に
よ
る
「
光
」
を
あ
ら

わ
す
「
金
」
、
大
谷
翔
平
選
手

が
３
回
目
の
M
Ⅴ
Ｐ
を
獲
得

す
る
な
ど
値
千
「
金
」
の
活
躍

が
あ
り
ま
し
た
。

日
銀
の
金
利
の
追
加
値
上

げ
等
、
経
済
や
物
価
動
向
、

住
宅
産
業
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
る
金
融
政
策
決

定
の
「
金
」
利
も
注
目
さ
れ
ま

し
た
。

一
方
、
「
金
」
目
当
て
の
闇

バ
イ
ト
強
盗
事
件
等
「
影
」
を

あ
ら
わ
す

「
金
」
の
世
相
を

表
わ
す
一
年
で
し
た
。

こ
の
様
な
中
、
政
治
の
「
裏

金
」
問
題
が
世
論
の
反
発
を

受
け
、
去
年
10
月
に
行
わ
れ

た
衆
議
院
選
挙
で
は
、
自
・

公
の
過
半
数
割
れ
と
な
り
、

少
数
与
党
と
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
今

ま
で
続
い
て

来
た
、
「
政
・
官
・
業
」
の
三
角

も
た
れ
あ
い
構
造
の
終
焉
を

迎
え
る
か
、
野
党
の
結
束
に

か
か
っ
て
い
る
処
で
す
。

政
府
は
今
年
「
年
収
１
０
３

万

円

の
壁

」
の
見

直

し
が

求
め
ら
れ
る
環
境
と
な
り
、

「
税
制
改
正
大
綱
」
の
見
直

し
も
不
可
避
な
状
況
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
税
制
改

革
に
つ
い
て
は
、
超
党
派
の

協
力
を
通
じ
た
実
現
が
注
目

さ
れ
て
い
ま
す
。
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１
９
８
０
年
代
後
半
か

ら
１
９
９
０
年
代
初
頭
に
か

け
て
不
動
産
神
話
に
よ
り
、

「
不
動
産
は
値
下
が
り
す
る

事

は
な
い
。
値

が
上

が
る

も
の
」
と
信
じ
、
金
融
機
関

か
ら
融
資
を
受
け
て
不
動

産
会
社
間
で
転
売
し
、
キ
ャ
ッ

チ

ボ
ー

ル
を
繰
り
返
し
不

動
産
価
格
を
釣
り
上
げ
資

産
価
格
が
急
激
に
上
昇
し
て

行
き
ま
し
た
。
登
記
も
「
中

間
省
略
」
と
言
う
手
法
を
使

い
、
不
動
産
取
得
税
の
支
払

い
を
回
避
す
る
た
め
に
、
物

件
を
購
入
し
て
は
売
却
し
、

不
動
産
価
格
が
異
常
な
高

騰
を
示
し
、
い
わ
ゆ
る
「
バ
ブ

ル
経
済
」
と
呼
ば
れ
る
時
代

で
し
た
。

し
か
し
、
高
額
な
物
件
価
格

は
エ
ン
ド
ユ
ー

ザ

ー

か
ら

避
難
さ
れ
、
融
資
を
受
け
た

不
動
産
会
社
は
物
件
を
転

売
で
き
ず
、
借
入
の
返
済
も

滞
り
、
そ
の
後
、
不
動
産
価

格
も
大
き
く
値
下
が
り
し

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
は
、
日
本

経
済
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ

し
ま
し
た
。

急
激
な
資
産
価
格
の
下
落

は
、
金
融
機
関
に
大
き
な
打

撃
を
与
え
、
多
額
の
不
良
債

権
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
っ

た
の
で
す
。
１
９
９
０
年
代
初

頭
に
は
、
不
良
債
権
の
合
計

額
が
60

兆
円
に
も
上
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。
金
融
シ
ス

テ
ム
の
不
安
定
化
は
、
企
業

の
資
金
繰
り
を
悪
化
さ
せ
、

長
期
的
な
経
済
低
迷
に
つ
な

が
っ
て
行
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
不
良
債
権
の

増
大
に
よ
り
、
長
銀
、
日
債

銀
、
山
一
證
券
な
ど
の
経
営

破
綻
が
相
次
ぎ
、
預
金
者
の

不
安
が
高
ま
り
、
預
金
の
流
出

や
貸
し
渋
り
が
発
生
し
、
金
融

シ
ス
テ
ム
全
体
が
不
安
定
化
し

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
金
融
機
関
の
貸
し
渋

り
は
、
景
気
の
悪
化
を
加
速
さ

せ
る
要
因
に
も
な
り
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
長
期
的
な
経

済
低
迷
は
、
ま
さ
に
金
融
シ
ス

テ
ム
の
機
能
不
全
に
起
因
す
る

も
の
で
し
た
。
金
融
シ
ス
テ
ム
の

不
安
定
化
は
、
信
用
収
縮
を
招

き
、
企
業
の
投
資
や
消
費
を
阻

害
し
深
刻
な
影
響
を
如
実
に

示
し
て
行
き
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊
は
、
金
融

シ
ス
テ
ム
の
重
要
性
と
そ
の

不
安
定
化
が
及
ぼ
す
経
済
へ

の
教
訓
か
ら
、
金
融
監
督
の

強
化
、
金
融
機
関
の
リ
ス
ク
管

理
の
高
度
化
、
金
融
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
に
伴
う
リ
ス
ク
へ
の
対

応
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
取

り
組
む
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

金
利
政
策
に
お
い
て
は
、
超
低

金
利
を
誘
導
し
、
デ
フ
レ
ス
パ

イ
ラ
ル
を
招
い
て
し
ま
い
ま
し

た
。

こ
の
超
低
金
利
が
長
ら
く
続

き
、
利
息
が
安
い
の
で
、
住
宅
ロ
ー

ン
を
利
用
し
、
不
動
産
購
入
者

も
増
え
て
行
き
ま
し
た
。

バ
ブ
ル
経
済
崩
壊
後
、
あ
れ

か
ら
30
年
、
バ
ブ
ル
期
に
竣
工

さ
れ
た
分
譲
区
分
建
物
マ
ン

シ
ョ
ン
も
、
築
30
年
以
上
と
な

り
、
一
次
取
得
者
、
二
次
取

得
者
、
三
次
取
得
者
も
混
在

し
て
い
る
マ
ン
シ
ョ
ン
も
多
く
な

り
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
一
次
取
得
者
の

方
も
、
高
齢
と
な
り
、
理
事
の

辞
退
者
が
多
く
、
役
員
の
な
り

手
不
足
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

理
事
会
は
、
管
理
組
合
に
と

り
、
重
要
な
組
合
の
執
行
機
関

で
す
。
区
分
所
有
者
の
大
切
な

資
金
、
資
産
を
預
か
る
立
場
に

な
り
ま
す
。

持
続
可
能
性
の
期
待
の
持
て
る

理
事
会
作
り
は
、
組
合
員
全
員

で
、
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
ち
、
資

産
、
資
金
を
ス
ト
ッ
ク
し
、
こ
よ

な
く
建
物
を
愛
し
安
心
、
安
全

に
暮
ら
せ
る
よ
う
な
環
境
作
り

か
ら
始
ま
る
と
考
え
ま
す
。
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２
０
０
２
年
（平
成
14
年
）の
区

分
所
有
法
改
正
に
よ
り
、
マ
ン

シ
ョ
ン
の
管
理
者
に
「
共
用
部
分

等
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
賠
償

金
」
に
関
す
る
任
意
的
訴
訟
追

行
権
（
当
事
者
適
格
）
が
認
め

ら
れ
ま
し
た
（同
法
26
条
４
項
）。

と
こ
ろ
が
、
東
京
地
裁
平
成

28
年
７
月
29
日
判
決
は
、
区
分

所
有
法
26
条
４
項
は
『
区
分
所

有
者
全
員
の
た
め
に
』
と
解
釈

す
べ
き
で
あ
り
、
各
区
分
所
有

者
に
個
別
的
に
発
生
し
帰
属
す

る
請
求
権
に
係
る
訴
え
に
つ
い

て
は
、
区
分
所
有
者
全
員
に
当

該
請
求
権
が
そ
れ
ぞ
れ
帰
属

す
る
。
管
理
者
が
区
分
所
有
者

全
員
を
代
理
で
き
る
場
合
に
限

り
、
規
約
、
又
は
集
会
の
決
議

に
よ
り
管
理
者
が
区
分
所
有

者
全
員
（
規
約
の
設
定
又
は

集
会
の
決
議
に
お
け
る
反
対

者
を
含
む
。
）
の
利
益
の
た
め

に
訴
訟
追
行
を
す
る
こ
と
を

認

め
た
も
の
と
い
う
解

釈

に
立
ち
ま
し
た
。

区

分

所

有

権
の
転
得
者

は
売
主
か
ら
債
権
譲
渡
を

受
け
な
い
限
り
瑕
疵
担
保

責

任
に
か
か
る
損
害
賠
償
請

求
権
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
、

管
理
者
は
、
こ
れ
を
代
理
行
使

で
き
ず
、
区
分
所
有
者
全
員

を
代
理
で
き
な
い
以
上
、
訴
訟

追
行
権
は
な
く
、
当
事
者
適
格

を
欠
く
、
と
し
て
訴
え
を
却
下

し
ま
し
た
。

当
該
事
案
は
、
購
入
し
た
区
分

マ
ン
シ
ョ
ン
に
欠
陥
が
あ
っ
た

場
合
、
購
入
者
は
、
売
主
に
対

し
て
損
害
賠
償
な
ど
の
責
任

を
追
及
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。管

理
組
合
は
、
契
約
不
適
合

責
任
に
よ
り
分
譲
時
の
売
主
に

契
約
不
適
合
責
任
な
ど
に
基
づ

き
共
用
部
分
の
補
修
工
事
を

要
求
し
ま
し
た
。
廊
下
や
外
壁
、

土
地
の
擁
壁
な
ど
共
用
部
分
の

欠
陥
に
つ
い
て
は
、
管
理
者
（
管

理
組
合
の
理
事
長
な
ど
）
が
全

区
分
所
有
者
に
代
わ
っ
て
損
害

賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

し
か
し
、
区
分
所
有
者
の
中

に
、
中
古
で
購
入
し
後
か
ら
所

有
権
を
取
得
し
た
区
分
所
有

者
が
い
た
場
合
は
話
が
変
わ
り

ま
す
。
現
行
法
の
規
定
に
よ
れ

ば
、
こ
の
場
合
に
は
管
理
者
が

損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
は

出
来
な

い
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
点
は
現
在
法
改
正
の

議
論
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
裁
判
例
の
考
え
方
に
従

う
と
、
転
売
が
生
じ
て
い
る

マ
ン
シ
ョ
ン
で
は
、
事
実
上
、

区
分
所
有
法
26
条
４
項
に
基

づ
く
訴
訟
追
行
は
不
可
能

と
な
り
、
法
改
正
の
趣
旨
が

没
却
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。

現
在
、
区
分
所
有
法
改
正

の
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
法
務
省
法
制
審
議
会
が
令

和
６
年
２
月
15
日
に
答
申
し
た

「
区
分
所
有
法
制
の
見
直
し
に

関
す
る
要
項
」
は
、
欠
陥
の
１
０

０
％
の
補
修
を
実
現
で
き
な
い

不
十
分
な
案
で
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
。

欠
陥
の
１
０
０
%
補
修
を
実

現
す
る
た
め
に
は
、
「
損
害
賠

償
請
求
権
等
の
発
生
後
に
区
分

所
有
権
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に

は
、
損
害
賠
償
請
求
権
等
は
、

当
然
に
譲
受
人
に
移
転
す
る

も
の
と
す
る
」
と
の
規
律
を

設
け
る
方
法
が
最
善
で
あ
る

と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
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共
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等
に
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求
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円
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化
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。
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中

古

マ
ン
シ
ョ
ン
を

購

入
し
た
後
に
、
水
漏
れ
や

付

帯

設

備

の
故

障

な

ど

が
見
つ
か
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
契
約
の
内
容
と
物

件

の
状

態
が
異
な

っ
て
い

る
場
合
に
は
、
買
主
は
売

主

に
対

し
て
契

約

不

適

合

責

任

を

追

及

で
き

る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

契

約

不

適

合

責

任

と

瑕

疵
担
保
責
任
で
は
、
売
主

の
責
任
を
追
及
す
る
た
め

の
買
主
の
権
利
に
違
い
が

あ
り
ま
す
。

契
約
不
適
合
責
任
で
は
、

追
完
請
求
と
代
金
減

額
請
求
、
損
害
賠
償
請

求
、
契
約
解
除
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

瑕
疵
担
保
責
任
で
認
め

ら
れ
て
い
た
の
は
、
損
害
賠

償
請
求
と
契
約
解
除
だ
け

で
し
た
。

損
害
賠
償
請
求
は
ど
ち
ら

の
場
合
も
で
き
ま
す
。
瑕
疵

担
保
責
任
で
は
、
売
主
に
過

失
が
な
く
て
も
請
求
可
能
で

し
た
が
、
契
約
不
適
合
責
任

で
は
、
売
主
に
過
失
が
あ
る

場
合
に
の
み
請
求
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。

〇
物
理
的
瑕
疵

物

理

的

瑕

疵
は
、
対

象

の

不
動
産
の
物
理
的
な
不
具

合

を
指
し
ま
す

。
た
と
え

ば
、
雨
漏
り
、
外
壁
の
ひ
び

割
れ
な
ど
で
す
。

〇
心
理
的
瑕
疵

心
理
的
瑕
疵
は
、
心
理
的
に

嫌
悪
感
を
与
え
る
よ
う
な
状

況
で
す
。
た
と
え
ば
、
過
去
に

そ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
で
自
殺
や
殺

人
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
う
場

合
で
す
。

〇
環
境
的
瑕
疵

環
境

的
瑕
疵

は
、
対

象
物

の
周
辺
環
境
の
こ
と
で
す
。

た
と

え
ば
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の

周
辺

に
火
葬
場

や
墓
地

、

暴
力
団
事
務
所
、
風
俗
店

が
あ

る
場

合

な
ど

で
す

。

振
動
や
騒

音
、
異
臭
な
ど

も
、
環

境

的
瑕

疵
に
含

ま

れ
ま
す
。

〇
法
律
的
瑕
疵

法
律
的
瑕
疵
は
、
そ
の
物
件

が
建
築
基
準
法
や
都
市
計

画

法
、
消

防
法

に
違

反

し

て
い
る
場
合
な
ど
、
法
令
に

よ
り
自
由
に
使
用
で
き
な
い

こ
と
で
す
。
具
体
的
に
は
、
容

積
率
や
建
蔽
率
の
違
反
、
防

災
設
備
が
古
い
、
あ
る
い
は

機
能
し
て
い
な
い
な
ど
が
あ
り

ま
す
。

〇
契
約
不
適
合
責
任

買
主
は
、
契
約
不
適
合
に

気
づ
い
た
時
か
ら
一
年
以
内

に
、
売
主
に
対
し
て
そ
の
旨

を
通
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
一
年
以
内
に
通
知
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
契
約
不

適
合
責
任
に
基
づ
く
権
利
を

行
使
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

こ
の
通
知
が
行
わ
れ
た
日
時

に
重
要
な
意

味

が
あ

る
た

め
、
日

時

を
客

観

的
に
証

明
で
き

る
内

容
証
明
郵
便

な
ど
で
通
知

書

を
郵

送
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
の
購
入
は

慎
重
に

中
古
マ
ン
シ
ョ
ン
は
、
新
築

マ
ン
シ
ョ
ン
に
比
べ
て
価
格
が

安
い
の
が
魅
力
的
で
す
。
ま

た
、
価
格
の
下
落
も
緩
や
か

な
の
で
、
将
来
物
件
を
売
却

す
る
時
ま
で
の
資

産
価

値

の
下

落

幅
が
小

さ
い
傾

向

が
あ
り
ま
す
。

た
だ
し
、
中

古

マ
ン
シ
ョ

ン
で
は
老

朽

化
に
よ

る
ト

ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
可

能

性

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、

契
約
に
契
約
不
適
合
責
任

を
免
責
す
る
特
約
が
組
み

込

ま

れ
る
こ
と

も

多

い
の

で
、
修

理

費
用

な
ど
を

買

主
が
負
担

す
る
こ
と
に
な

る
リ
ス
ク
も

あ

り
ま

す

。

中

古

マ
ン
シ
ョ
ン
を

購

入

す

る

に
あ

た

っ
て
は

、
そ

の
メ

リ

ッ
ト

と

デ

メ

リ

ッ

ト

を

十

分

に
比

較

検

討

す

る

よ

う

に
し

ま

し

ょ

う

。
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２
０
２
０
年
、
逗
子
市
で
マ
ン

シ
ョ
ン
の
敷
地
に
あ
る
斜
面
が

崩
れ
、
斜
面
の
下
に
あ
る
歩
道

を
歩
い
て
い
た
18
歳
の
高
校
生

の
女
子
生
徒
が
土
砂
に
巻
き
込

ま
れ
て
亡
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
事
故
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管

理
組
合
が
分
譲
会
社
や
販
売

代
理
会
社
、
当
時
の
委
託
管
理

会
社
ら
４
社
に
約
４
１
９
０
万

円
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
訴
訟

で
、
控
訴
審
で
、
破
産
開
始
決

定
を
受
け
た
設
計
会
社
以
外
の

３
社
と
和
解
し
ま
し
た
。

２
０
２
３
年
12
月
の
横
浜
地

裁
判
決
で
は
、
「
管
理
組
合
に

対
し
、
斜
面
地
崩
落
防
止
の
た

め
の
「
助
言
を
行
う
べ
き
義
務
、

斜
面
地
の
安
定
を
損
な
う
行

為
を
避
け
る
義
務
を
負
っ
て
い

る
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
れ
を
怠
っ

た
。
」と
し
て
管
理
会
社
に
４
１

９
０
万
円
の
支
払
い
を
命
じ
、

分
譲
会
社
ら
に
対
す
る
請
求
は

棄
却
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対

し
、
管
理
組
合
、
管
理
会
社
が

控
訴
し
て
い
た
も
の
で
し
た
が
、

去
年
11
月
15
日
付
で
和
解
を

認
め
る
決
定
が
さ
れ
ま
し
た
。

ど
ん
な
人
に
で
も
好
ま
れ
る

話
題
は
、
「
裏
木
戸
に
立
ち
か

け
せ
し
衣
食
住
」
と
言
う
言
葉

に
関
す
る
こ
と
で
す
。

す
な
わ
ち
、

う
ら＝

裏
話
、
秘
話

き＝

気
候
、
天
気

ど＝

道
楽
、
趣
味

に＝

ニ
ュ
ー
ス
、
時
事

た＝

旅

ち＝

知
人

か＝

家
庭
、
生
活

け＝

健
康

せ＝

世
間

し＝

仕
事
、
会
社

衣＝

衣
装
、
服
装
、

食＝

食
物

住＝

住
宅

な
ど
に
関
す
る
話
材
で
す
。

最
後
に
は
「
住
」
の
テ
ー
マ
と
し

て
「
住
ま
い
の
話
題
」
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
次
の
様
な
話
題
の
テ
ー

マ
も
あ
り
ま
す
。

「適
度
に
整
理
す
べ
し
」

て＝

テ
レ
ビ
の
話

き＝

気
候
や
季
節
の
話

ど＝

道
楽
（趣
味
）の
話

に＝

ニ
ュ
ー
ス
の
話

せ＝

生
活
の
話

い＝
田
舎
の
話

り＝
旅
行
の
話

す＝

ス
タ
ー
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の

話ベ＝

勉
強
（知
識
）の
話

し＝

仕
事
の
話

と
言
う

話
題
の
ネ
タ
が
あ

り
ま
す
。

管
理
組
合
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
不
足
の
解
消
に
も
、

普
段
の
生
活
に
密
着
し
た

言

葉

と

し
て
是

非

使

っ
て

見
て
は
如
何
で
し
ょ
う

令
和
５
年
度

の
調
査
結
果

で
は
、
マ
ン
シ
ョ
ン
で
の
ト
ラ

ブ
ル
原
因
で
最
も
多
い
の
が

生
活
音
で
あ
り
43
・
６
％
あ

り
ま
し
た
。
上
階
か
ら
響
く

音
（
専
門
用
語
で
床
衝
撃
音
）

の
問
題
で
す
。
日
常
的
に
頭

上
か
ら
響
い
て
く
る
足
音
な

ど
は
、
一
度
、
「
う
る
さ
い
音

だ
」
と

そ
れ

に
対

す

る
苛

立

ち
を
抑

え
る
こ
と
は
、

非
常
に
困
難
と
な
り
、
上

下
階
同
士
の
住
民
の
激
し

い
争

い
や

、
管

理

組

合

を

巻
き
込

ん
だ
騒
動

へ
と
繋

が
り
ま
す
。
拗
れ
れ
ば
裁

判
で
の
争
い
に
発
展
し
、
最

悪
の
場
合
に
は
殺
傷
事
件

に
、
繫

が
る
こ
と

さ
え

あ

り
ま
す
。

時

代

と
と
も
に
他

人

の

生
活
音
に
対
す
る
意
識
は

厳
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

次
に
、
違
法
駐
車
、
ペ
ッ
ト

の
問
題
、
共
用
部
廊
下
へ
の

私
物
の
放
置
、
バ
ル
コ
ニ
ー

の
使
用
方

法
、
修
繕
関

係

等

が
、
挙

げ

ら

れ

、
こ
れ

ら
は
何
れ
も
マ
ナ
ー
を
め

ぐ
る
も
の
で
す
。
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東
京
高
裁
で
和
解
成
立

最多のトラブル原因
は生活音

会
話
の
話
題
、
効
果

的
な
雑
談

国
土
交
通
省
が
5
年

に
一
度
発
表
し
て
い
る
マ

ン
シ
ョ
ン
総
合
調
査
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編
集
後
記

今
年
は
「
巳
年
」
に
あ
た

り
ま
す
。
「
巳
」
の
文
字
は

「
蛇
」
を
表
す
象
形
文
字

が
ル
ー
ツ
で
す
。

「
蛇
」
は
金
運
上
昇
に
ご

利
益
が
あ
る
、
「
蛇
の
抜

け
殻
を
財
布
に
入
れ
る

と
よ
い
」
、
「
財
布
を
新
し

く
す
る
な
ら
巳
の
日
が

よ
い
」
と
い
う
話
を
耳
に

し
ま
す
。

「
蛇
」
が
な
ぜ
金
運
と
関

連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
と

い
う
と

１
「
蛇
」
が
脱
皮
を
す
る

こ
と
か
ら
「
再
生
と
繁
栄
」

を
象
徴
し
、
そ
れ
が
金

運
や
富
と
結
び
つ
い
た
た

め
で
す
。

２
七
福
神
の
ひ
と
り
、
弁

財
天
と
の
つ
な
が
り
で
す
。

「
白
蛇
」
は
、
「
弁
財
天
の

使
い
、
ま
た
は
化
身
」
と

さ
れ
縁
が
深
い
こ
と
も
、

「
蛇
と
金
運
・
財
運
が
結

び
つ
い
た
」
理
由
で
す
。

脱
皮
し
強
く
成
長
す
る

蛇
は
、
そ
の
生
命
力
か
ら

「
不
老
長
寿
」
を
象
徴
す

る
動
物
、
こ
の
よ
う
な
事

か
ら
、
巳
年
は
、
繁
栄
を

象
徴
し
、
金
運
や
財
運

に
恵
ま
れ
る
年
と
さ
れ

て
い
ま
す
。




